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４. 土地利用の方針

本市の土地利用を10のゾーンに分け、誘導していきます。

「商業・サービス機能」などの高度な集積を生かし、
都市拠点の形成を図る地区

中心商業・
サービスゾーン

広域交流・
業務ゾーン

日常生活に必要な「商業・サービス機能」の集約に
より地域の生活拠点の形成を図る地区

地域商業・
サービスゾーン

低層住宅を中心とした良好な居住環境の維持・保全
を図る地区

生活環境保全
ゾーン

都市型住宅を中心とした多機能的で利便性の高い居
住環境の形成を図る地区

職住共生ゾーン

「産業・物流機能」や「港湾業務機能」を中心とし
た複合的な土地利用を図る地区

複合産業ゾーン

農業生産環境と調和した集落環境の維持・保全を図
る地区

田園集落ゾーン

農山村地域の一団の農地や、山林、自然海岸などの
自然環境の保全・活用を図る地区

自然環境保全・
活用ゾーン

自然公園区域などの優れた山林自然環境の保全を図
る地区

自然公園・
森林ゾーン

商業系

住居系

工業系

農業・
森林系

市街地

農山村
地域

「工業機能」の保持・増進を図る地区工業ゾーン
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商

業

系

中心商業・サービスゾーン

商業・サービス施設を中心とした高次都市機能の

集積、都心居住の誘導による都市拠点の形成を図る

とともに、車中心から人中心への交通環境の転換に

よる歩いて楽しい都市空間の創出を図ります。

これらを実現するために、用途地域の見直し、特

別用途地区、特定用途誘導地区、地区計画、総合設

計制度などの活用を図ります。
地区
○中心市街地

○谷山駅周辺

広域交流・業務ゾーン

「観光交流機能」や「スポーツ・娯楽レクリエー

ション機能」などの集積によるにぎわいあふれる交

流拠点の形成を図るとともに、利便性・効率性が高

い交通環境の形成を図ります。

これらを実現するために、用途地域の見直し、特

定用途誘導地区、地区計画などの活用を図ります。

地区
○鹿児島港本港区、マリンポートかごしま

○与次郎ヶ浜地区及び県庁周辺 など

地域商業・サービスゾーン

地域の生活利便性を向上させるため、日常生活に

必要な「商業・サービス機能」の集約、都市型居住

の誘導による地域の生活拠点の形成を図るととも

に、利便性・効率性が高い交通環境の形成を図りま

す。

これらを実現するために、特別用途地区、特定用

途誘導地区、地区計画などの活用を図ります。

地区
○市街地平坦部の幹線道路沿道

○住宅団地の核となる地区 など
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住

居

系

職住共生ゾーン
住宅を中心としながら、多様で柔軟な働き方の

実現に向けて、多機能的で利便性の高い都市型居

住の誘導を図ります。

これらを実現するために、用途地域の見直し、特

別用途地区、居住環境向上用途誘導地区、地区計画

などの活用を図ります。

地区
○荒田、下荒田などの市街地平坦部

○紫原団地

○その他住宅団地の幹線道路沿道

○小松原地区や南郡元地区などの工場と住宅が

共存する地区 など

生活環境保全ゾーン

低層住宅を中心とした居住環境を維持・保全す

るとともにゆとりある良好な住宅地の形成を図り

ます。

これらを実現するために、地区計画、建築協定な

どの活用を図ります。

地区
○市街地外縁部の住宅地 など
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工

業

系

複合産業ゾーン

従来からの産業や物流、港湾業務などの機能の

保持・増進を図りつつ、交通の利便性を生かした複

合的な土地利用を図ります。

これらを実現するために、用途地域の見直し、特

別用途地区、地区計画などの活用を図ります。

地区
○木材団地、金属団地、流通業務団地

○新港区、谷山一区・谷山二区の一部

○喜入石油備蓄基地 など

工業ゾーン

工業系の土地利用に特化し、工業生産などの機

能の保持・増進を図ります。

これらを実現するために、用途地域による土地

利用の規制・誘導を図ります。

地区
○谷山一区、谷山二区の臨海部の工業地
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農

業

・

森

林

系

田園集落ゾーン

農業生産環境などの地域資源を生かしながら、

田園風景と調和した集落機能の維持・保全を図り

ます。

これらを実現するために、特定用途制限地域や

地区計画などの活用を図るほか、「市街化調整区域

における住宅建築等に関する条例」の適切な運用

を図るとともに開発許可の運用見直しなどを行い

ます。
地区
○既存集落 など

自然環境保全・活用ゾーン

一団の農地や山林、自然海岸などの自然環境を

保全しつつ、自然環境を生かしたレクリエーショ

ン活動の場などとして活用を図ります。

これらを実現するために、地区計画や緑地保全

制度などの活用を図ります。

地区
○郊外部で農地や山林などが中心となる地区

○市街地の斜面緑地 など

自然公園・森林ゾーン

優れた自然の風景地や一団の森林などの自然環

境の保全を図ります。

これらを実現するために、自然公園法、森林法な

どに基づき、環境の保全を図ります。

地区
○桜島の自然公園地域

○都市計画区域外の一団の森林地域 など
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～ 土地利用全体に係る方針 ～
○都市計画区域や区域区分などのあり方については、当面、現状を基本とした土地利用を維持

していきますが、今後の人口動向や土地利用動向、社会経済情勢の変化などを踏まえて、引き

続き調査・検討します。

○コンパクトなまちづくりを推進するため、社会経済情勢の変化などを踏まえて、立地適正化

計画における都市機能誘導区域、居住誘導区域、誘導施設などの見直しを検討します。

○都市の活力を生み出し、地域の価値を向上させるため、中心市街地や地域の核との整合を図

りながら、用途地域の見直しや特別用途地区の活用などの土地利用誘導策を検討します。

○住宅団地などでは、職住育近接や住民が集える場の実現に向けた居住環境向上用途誘導地区

の導入などの土地利用誘導策を検討します。

○市街化調整区域の集落核では、生活利便施設を誘導するため、都市計画提案制度による地区

計画の活用や開発許可の運用見直しなどを検討します。

○非線引き都市計画区域では、良好な居住環境の形成に向けて、特定用途制限地域の活用を図

るとともに、開発許可の規模の引き下げなどについて検討します。

郡山都市計画区域 吉田都市計画区域

松元都市計画区域

鹿児島都市計画区域

喜入都市計画区域

鹿児島都市計画区域
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土地利用方針図
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5. 各基本目標の方針


